
JP 5871730 B2 2016.3.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雨水を一時貯留して地中に浸透させることができ、また雨水を利水用として蓄えること
もできる貯留利水施設であって、
　地中に埋設された第１の槽と第２の槽とを有しており、該第１の槽の上部に雨水ますが
配設されており、該雨水ますの底壁部分には、該雨水ます内と該第１の槽内とを連通させ
る連通口が形成されており、
　また、該雨水ますの側壁部分であって、前記連通口より少なくとも上側に、該雨水ます
内へ雨水を流入させる流入口が形成されていると共に、
　該雨水ますの側壁部分であって、該連通口と該流入口との間の高さ位置に、該雨水ます
内の雨水を前記第２の槽へ流出させる流出口が形成されており、
　さらに前記連通口に、該連通口を通過する雨水が透水可能な第１のフィルタ部が配設さ
れていると共に、前記流出口に、該第２の槽に流入する雨水が透水可能な第２のフィルタ
部が配設されており、
　前記第１の槽が、雨水を一時貯留する貯留空間を有し、該貯留空間内に流入した雨水を
地中に浸透させる貯留浸透槽、及び、雨水を利水用として蓄える貯蓄空間を有する利水槽
のうちいずれか一方であり、前記第２の槽が、いずれか他方であり、第１のフィルタ部の
目の大きさと第２のフィルタ部の目の大きさとが異なっていることを特徴とする貯留利水
施設。
【請求項２】
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　前記第１の槽が貯留浸透槽であり、前記第２の槽が利水槽であって、
　前記第２のフィルタ部の目開きが、前記第１のフィルタ部の目開きよりも小さくなるよ
うに設定されている請求項１に記載の貯留利水施設。
【請求項３】
　前記雨水ますの上面部が地表面に露出しており、該上面部に、外部と雨水ます内とを連
通させる点検口が設けられ、前記第２のフィルタ部は前記雨水ますの流出口に配設されて
いる請求項２に記載の貯留利水施設。
【請求項４】
　前記第１の槽が利水槽であり、前記第２の槽が貯留浸透槽である構成にあって、
　前記雨水ますの第１のフィルタ部が貯蓄空間内に露出しており、
　該第１のフィルタ部は容器形状である請求項１に記載の貯留利水施設。
【請求項５】
　前記雨水ますの流入口に、下流側の管端が下を向いたエルボ管が配設され、該下流側の
管端が前記第１のフィルタ部の鉛直上方に配置されている請求項４に記載の貯留利水施設
。
【請求項６】
　前記第１のフィルタ部の最下端に、該第１のフィルタ部を通過する雨水に含まれる泥が
堆積する泥溜め部が配設されている請求項４又は請求項５に記載の貯留利水施設。
【請求項７】
　前記第１の槽と前記第２の槽とが左右に連続して設けられており、
　該第１の槽内と該第２の槽内とが単一の仕切壁により仕切られている請求項１乃至請求
項６のいずれか１項に記載の貯留利水施設。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雨水を一時貯留して地中に浸透させることができ、また雨水を利水用として
蓄えることもできる貯留利水施設に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、雨水を一時貯留して地中に浸透させることができる浸透槽（貯留浸透槽）と、雨
水を利水用として蓄えることができる貯留槽（利水槽）とを備えた施設は既に開示されて
いる（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　上記特許文献１の構成は、前記貯留槽が前記浸透槽の内側に配設されており、該貯留槽
の雨水のオーバーフロー水がオーバーフロー流入管を介して該浸透槽に導入される。かか
る構成により、先に貯留槽に雨水を貯留し、次いで該貯留槽から溢れた雨水を浸透槽へ案
内することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１３３５９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の特許文献１には、上述のように先に貯留槽で雨水を貯蓄してから
、該貯留槽から溢れた雨水を浸透槽へ案内する構成のみ開示されており、優先して浸透槽
へ雨水を案内し、浸透槽で処理しきれない雨水について貯留槽へ導入し得る構成は開示さ
れていない。また、各槽に流入する雨水に含まれる夾雑物は、周知技術であるフィルタに
より適切に除去できるが、優先して浸透槽へ雨水を案内し、処理しきれない雨水を貯留槽
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へ案内し得る構成について、フィルタの適切な配置や、該フィルタの点検や交換が容易と
なる構成は未だ提案されていない。また、上記の特許文献１に開示された構成は、浸透槽
及び貯留槽からなる二層構造となるため、両槽を埋設するために地中深く掘削しなければ
ならず、掘削量が多く施工負担が大きいという問題がある。
【０００６】
　そこで本発明は、貯留浸透槽と利水槽とを兼ね備えており、かつ雨水に含まれる夾雑物
を適切に除去しつつ一方の槽に優先して雨水を流入させることができる貯留利水施設を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、雨水を一時貯留して地中に浸透させることができ、また雨水を利水用として
蓄えることもできる貯留利水施設であって、地中に埋設された第１の槽と第２の槽とを有
しており、該第１の槽の上部に雨水ますが配設されており、該雨水ますの底壁部分には、
該雨水ます内と該第１の槽内とを連通させる連通口が形成されており、また、該雨水ます
の側壁部分であって、前記連通口より少なくとも上側に、該雨水ます内へ雨水を流入させ
る流入口が形成されていると共に、該雨水ますの側壁部分であって、該連通口と該流入口
との間の高さ位置に、該雨水ます内の雨水を前記第２の槽へ流出させる流出口が形成され
ており、さらに前記連通口に、該連通口を通過する雨水が透水可能な第１のフィルタ部が
配設されていると共に、前記流出口に、該第２の槽に流入する雨水が透水可能な第２のフ
ィルタ部が配設されており、前記第１の槽が、雨水を一時貯留する貯留空間を有し、該貯
留空間内に流入した雨水を地中に浸透させる貯留浸透槽、及び、雨水を利水用として蓄え
る貯蓄空間を有する利水槽のうちいずれか一方であり、前記第２の槽が、いずれか他方で
あり、第１のフィルタ部の目の大きさと第２のフィルタ部の目の大きさとが異なっている
ことを特徴とする貯留利水施設である。
 
【０００８】
　かかる構成とすることにより、雨水ますに流入した雨水を、互いに機能が異なる槽のう
ち一方の槽に優先して案内することが可能となる。また、このとき、適切に夾雑物を除去
することができる。ここで、第１の槽を貯留浸透槽とし、かつ第２の槽を利水槽としても
よいし、逆に第１の槽を利水槽とし、かつ第２の槽を貯留浸透槽としてもよい。さらに詳
述すると、上記構成は、雨水ますを用い、該雨水ますにおいて連通口、流入口、及び流出
口を上記の高さ位置にそれぞれ設定したため、雨水ますに流入した雨水を優先的に第１の
槽に流入させ、該雨水ますへの流入量が増える等して例えば雨水が該第１の槽において満
水となると、今度は該第１の槽から溢れた雨水を該雨水ますの流出口を介して第２の槽へ
案内することができる。このとき、第１の槽に流入しようとする雨水に含まれる枯葉等の
夾雑物は、前記第１のフィルタ部によって除去され、第２の槽に流入しようとする雨水に
含まれる夾雑物は、第２のフィルタ部によって除去される。したがって、例えば第１の槽
を貯留浸透槽とすると、前記第１のフィルタ部により貯留浸透槽の目詰まりを抑制しつつ
、雨水ます内に流入した雨水を優先的に地中へ浸透させることができる。一方、例えば第
１の槽を利水槽とすると、前記第１のフィルタ部により適切に夾雑物が除去された利水用
の雨水が優先的に得られる。なお、第１の槽と第２の槽のうちいずれか一方は、すでに地
中に埋設されている既存の槽であってもよい。すなわち、単一の機能しか備えていない既
存の槽を第１の槽（あるいは第２の槽）とし、これに機能の異なるもう一つの槽を新規に
追加して本発明に係る第２の槽（あるいは第１の槽）とすることも可能である。なお、雨
水ますを第１の槽の上部に配置すると、該雨水ますがますとしての機能を果たすと共に、
該第１の槽の点検口としての機能も果たすこととなる。このため、第１の槽の保守管理が
行いやすくなる。また、雨水ますを第１の槽の上部に配置することにより、該雨水ますを
設置する際の掘削作業の負担が軽減されることにもなる。
【０００９】
　また、前記第１の槽が貯留浸透槽であり、前記第２の槽が利水槽であって、前記第２の
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フィルタ部の目開きが、前記第１のフィルタ部の目開きよりも小さくなるように設定され
ている構成が提案される。
【００１０】
　上記構成にあって、第１の槽が満水となり、第１の槽から溢れた雨水が雨水ます内に滞
留するようになると、第１のフィルタ部によって一旦除去された夾雑物が該雨水ます内で
浮遊して巻き上げられ、このような夾雑物が該雨水ますの流出口を通過しようとする。し
かし、該第２のフィルタ部の目開きは、該第１のフィルタ部の見開きより小さくなるよう
に設定されているため、該第１のフィルタ部上にあった夾雑物が利水槽の貯蓄空間に流入
してしまうことが確実に防止される。なお、前記貯留浸透槽内の雨水には、シルト等の粒
子も含まれているが、該貯留浸透槽内においてほぼ沈降するため、利水槽側には流れ込む
ことがほとんどない。
【００１１】
　ところで、上記構成において、貯留利水施設の施工コストを低く抑えるなどの条件があ
ったり、地中に障害物があったりすることで、貯留浸透槽及び利水槽を地中深くに埋設で
きないことがある。そうすると、設置可能な上記雨水ますの全高は制限され、連通口と流
出口との離間距離が小さくなって互いに接近した配置となり、第１のフィルタ部上に堆積
した夾雑物がますます流出口に流入しやすい構造となる。しかし、本発明にかかる構成に
よれば、第２のフィルタ部により確実に利水槽への夾雑物の浸入を阻止することができる
ため、槽の埋設深さを浅くして施工することができる。
【００１２】
　さらに上記構成は、前記雨水ますの上面部が地表面に露出しており、該上面部に、外部
と雨水ます内とを連通させる点検口が設けられ、前記第２のフィルタ部は前記雨水ますの
流出口に配設されていることが望ましい。
【００１３】
　上記構成とすることにより、第１のフィルタ部と第２のフィルタ部とを、共に雨水ます
の点検口を介して点検あるいは交換を行うことができるため、フィルタ部のメンテナンス
作業が簡素化され、作業負担が軽減される。
【００１４】
　また、前記第１の槽が利水槽であり、前記第２の槽が貯留浸透槽である構成にあって、
前記雨水ますの第１のフィルタ部が貯蓄空間内に露出しており、該第１のフィルタ部は容
器形状である構成としてもよい。
【００１５】
　上記構成にあって、前記第１のフィルタ部の目開きは、前記連通口を通過する雨水が利
水可能となるように設定されるため、出来る限り小さいものが選定される。したがって、
該第１のフィルタ部は夾雑物等が堆積して目詰まりが発生し易く、短期間で利水用の水が
溜まりにくい状態となり易い。このため、該第１のフィルタ部のメンテナンスが頻繁とな
るという問題が生じ得る。しかし、該第１のフィルタ部を上記形状としたため、該第１の
フィルタ部の底部に夾雑物等が堆積しても、該底部を囲繞する第１のフィルタ部の側壁部
から雨水が透水し、さらに透水した雨水が該フィルタ部表面を伝って貯蓄空間に滴下され
る。このため、該第１のフィルタ部の透水性能をより一層長く維持することができる。ま
た、該第１のフィルタ部にあっては、前記流入口から雨水が流下した際に該第１のフィル
タ部の内部空間で雨水の一時的な滞留が発生し、これにより該第１のフィルタ部の底部に
堆積した夾雑物がかき混ぜられて夾雑物の撹拌が促進され、一時的に目詰まりが解消され
る。このように本発明は、前記第１のフィルタ部を容器形状として、意図的に雨水が滞留
しやすい空間をその内側に形成することで夾雑物の掻き混ぜ効果をねらった構成であり、
これにより該第１のフィルタ部の目詰まりの進行を遅らせ、該第１のフィルタ部のメンテ
ナンス作業の負担を軽減しようとするものである。なお、雨水ますに流入する雨水量が急
激に多くなって該雨水ます内の水量が増加した場合は、上記の流出口を介して貯留浸透槽
へ雨水が案内され、適切に地中へ浸透させることができる。
【００１６】
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　さらに、前記雨水ますの流入口に、下流側の管端が下を向いたエルボ管が配設され、該
下流側の管端が前記第１のフィルタ部の鉛直上方に配置されている構成が望ましい。
【００１７】
　上記構成とすることにより、雨水ますに流入した雨水を前記フィルタ部に直接落下させ
ることが可能となり、落下時の衝撃を利用して、該第１のフィルタ部上に堆積した夾雑物
の撹拌をより一層促進させることができる。
【００１８】
　また、前記第１のフィルタ部の最下端に、該第１のフィルタ部を通過する雨水に含まれ
る泥が堆積する泥溜め部が配設されていてもよい。
【００１９】
　上記構成とすることにより、前記第１のフィルタ部に堆積した夾雑物を泥溜め部に収集
することが可能となる。なお、該第１のフィルタ部は容器形状であり、その最下端に泥溜
め部が形成されるため、効率良く夾雑物や泥等を該泥溜め部に流入させて収集することが
可能である。
【００２０】
　また、前記第１の槽と前記第２の槽とが左右に連続して設けられており、該第１の槽内
と該第２の槽内とが単一の仕切壁により仕切られている構成としてもよい。
【００２１】
　このように互いに異なる機能の槽が隣接して配置されることにより、槽を埋設するため
の深さを可及的に浅くすることができ、また貯留利水施設の省スペース化を図ることも可
能となる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明にかかる貯留利水施設は、雨水ますに流入した雨水を、適正に夾雑物を除去しつ
つ互いに機能が異なる槽のうち一方に優先的に流入させることができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施例１にかかる貯留利水施設の説明図。
【図２】雨水の流れを示す説明図。
【図３】実施例２にかかる貯留利水施設の説明図。
【図４】実施例３にかかる貯留利水施設の説明図。
【図５】実施例３にかかる第１フィルタ内を示す説明図。
【図６】実施例４にかかる貯留利水施設の説明図。
【図７】第１フィルタの他の形態を示す縦断面図。
【図８】実施例５にかかる貯留利水施設における雨水の流れを示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の貯留利水施設を具体化した実施例を詳細に説明する。
【００２５】
〔実施例１〕
　図１に示すように、貯留利水施設１Ａは、第１の槽としての貯留浸透槽３０Ａと、第２
の槽としての利水槽３０Ｂとを備えている。該貯留浸透槽３０Ａは、内部に貯留空間を有
し、該貯留空間で一時的に雨水を貯留しつつ、周壁に多数形成された浸透孔（図示省略）
を介して地中に雨水を徐々に浸透させることができる。一方、前記利水槽３０Ｂは、内部
に貯蓄空間を有し、雨水を利水用として貯蓄することができる。
【００２６】
　また、前記貯留浸透槽３０Ａと前記利水槽３０Ｂは、地中に埋設された状態で左右に連
続して並設されており、該貯留浸透槽３０Ａの貯留空間と、該利水槽３０Ｂの貯蓄空間と
が単一の仕切り壁３１によって仕切られた構造となっている。これにより、互いに異なる
機能の槽が隣接して配置された場合であっても貯留利水施設１Ａの省スペース化を図るこ
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とができる。また、各槽を埋設するために必要な深さを可及的に浅くすることもできる。
なお、各槽３０Ａ，３０Ｂは、公知技術が好適に採用可能である。
【００２７】
　また、前記貯留浸透槽３０Ａの上部には、第１雨水ます１０が配設されている。さらに
詳述すると、該第１雨水ます１０の周壁における側壁部分には流入口１１が形成され、該
流入口１１に流入管１２が接続されている。そして、該流入管１２を介して、該第１雨水
ます１０内に雨水が流入可能となっている。また、該第１雨水ます１０の周壁における底
壁部分には、前記貯留浸透槽３０Ａの貯留空間と該第１雨水ます１０内とを連通するため
の連通口１３が形成されている。また、該連通口１３には、該連通口１３を覆うように平
板形状の第１フィルタ１４が取り付けられている。なお、該連通口１３を通過しようとす
る雨水に含まれる夾雑物を除去するための該第１フィルタ１４により、本発明の第１のフ
ィルタ部が構成される。
【００２８】
　さらに、前記第１雨水ます１０の周壁にあって、前記連通口１３より上側の位置にあり
、かつ前記流入口１１より下側の位置の側壁部分には、流出口１５が形成されている。そ
して、該流出口１５に、中継管１７の一端が接続されている。また、該第１雨水ます１０
内における該流出口１５には、該流出口１５を覆うようにドーム状の第２フィルタ１６が
取り付けられている。なお、該流出口１５を通過しようとする雨水に含まれる夾雑物を除
去するための第２フィルタ１６により、本発明の第２のフィルタ部が構成される。
【００２９】
　さらに、前記第２フィルタ１６の目開きは、前記第１フィルタ１４の目開きよりも小さ
くなるように設定されている。該目開きは、該フィルタを通過できる夾雑物の寸法に基づ
き規定されるいわば網目の大きさであって、例えば、単位をｍｍとする数値で表される公
知の指標である。
【００３０】
　また、前記第１雨水ます１０の上端には、地表面に露出する点検口１８が形成されてお
り、該点検口１８にはます蓋１９が取り付けられている。
【００３１】
　さらに、前記利水槽３０Ｂの上部には第２雨水ます２０が配設されている。そして、該
第２雨水ます２０の周壁における側壁部分に流入口２１が形成され、該流入口２１に、前
記中継管１７の他端が接続されている。そして、該中継管１７を介して、該第２雨水ます
２０内に雨水が流入可能となっている。また、前記第１雨水ます１０と同様に、該第２雨
水ます２０の底壁部分には、該利水槽３０Ｂの貯蓄空間と該第２雨水ます２０内とを連通
するための連通口２２が形成されている。さらに、該第２雨水ます２０の上端には、ます
蓋２４が取り付けられた点検口２３が形成されている。
【００３２】
　加えて、前記第２雨水ます２０には、利水槽３０Ｂ内の雨水を利用可能とすべく、貯蓄
空間内の雨水を汲み上げるポンプ２５が配設されている。また、該利水槽３０Ｂには、水
道水供給管２６が接続されており、該貯蓄空間に水道水を供給することが可能となってい
る。
【００３３】
　上記した貯留利水施設１Ａにおいて、建物の雨どい等から集まる雨水が前記流入管１２
を介して第１雨水ます１０内に流入すると、該雨水は、まず該第１雨水ます１０の底部に
設けられた連通口１３を通過して、貯留浸透槽３０Ａ内に導入される。このとき、該連通
口１３を通過しようとする雨水に含まれる夾雑物は、前記第１フィルタ１４により捕捉さ
れる。そして、該第１フィルタ１４を通過した貯留浸透槽３０Ａ内の雨水は、徐々に地中
へ排出される。このように、第１フィルタ１４によって夾雑物が除去されるため、該貯留
浸透槽３０Ａの目詰まりが抑制される。
【００３４】
　図２に示すように、仮に前記流入管１２を介して第１雨水ます１０内に雨水が大量に流
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入し、前記貯留浸透槽３０Ａが満水となると、該貯留浸透槽３０Ａから溢れた雨水は該第
１雨水ます１０内に滞留し始める。そして、滞留する雨水が前記流出口１５に達する量に
なると、該第１雨水ます１０内の雨水は流出口１５を介して利水槽３０Ｂへ導入され始め
る。ここで、第１雨水ます１０に雨水が滞留すると、前記第１フィルタ１４によって一旦
除去されて該第１フィルタ１４上に堆積していた夾雑物が該第１雨水ます１０内で浮遊し
て巻き上げられ、このような夾雑物が前記流出口１５を通過して利水槽３０Ｂへ流れよう
とする。ここで、利水槽３０Ｂで貯蓄する雨水は、貯留浸透槽３０Ａ内に導入される雨水
に比べてより一層夾雑物が除去されていることが求められる。本実施例では、該流出口１
５に配設されている前記第２フィルタ１６の目開きが、該第１フィルタ１４の見開きより
小さくなるように設定されているため、該第１フィルタ１４によって除去された夾雑物が
利水槽３０Ｂの貯蓄空間に流入してしまうことが確実に防止される。したがって、例えば
、貯留浸透槽３０Ａ及び利水槽３０Ｂを地中深くに埋設できない場合、第１雨水ます１０
の全高は制限されるため該連通口１３と該流出口１５との離間距離が小さくなってしまい
、第１フィルタ１４上に堆積した夾雑物が該流出口１５に流入しやすい構造となるが、利
水槽３０Ｂに夾雑物が浸入してしまうことが確実に防止できる。なお、前記貯留浸透槽３
０Ａ内の雨水には、シルト等の粒子も含まれているが、該貯留浸透槽３０Ａ内においてほ
ぼ沈降するため、該利水槽３０Ｂ側には流れ込むことはほとんどない。
【００３５】
　ところで、第１雨水ます１０の中心軸線に向かって突き出されているドーム形状の第２
フィルタ１６は、前記第１フィルタ１４の鉛直上方に配置されている。したがって、第２
フィルタ１６によって捕捉された夾雑物は、該第２フィルタ１６からはがれ落ちたときに
は、該第１フィルタ１４上に落ちることになる。このため、一旦第１フィルタ１４によっ
て捕捉された夾雑物を再度第１フィルタ１４上に堆積させることができ、夾雑物が第１雨
水ます１０内で散乱してしまうことを抑制することができる。
【００３６】
　なお、上記のように、前記第１雨水ます１０において、連通口１３、流入口１１、及び
流出口１５を上記の高さ位置にそれぞれ設定したため、該第１雨水ます１０に流入した雨
水を連通口１３を介して優先的に貯留浸透槽３０Ａに流入させ、該第１雨水ます１０への
流入量が増える等した場合に限り、該貯留浸透槽３０Ａから溢れた雨水を該流出口１５を
介して利水槽３０Ｂへ案内することができる。このとき、該流入口１１を該流出口１５よ
り高い位置に配置したため、該流入口１１へ雨水が逆流してしまうことを防止することが
できる。なお、前記連通口１３、前記流入口１１、及び前記流出口１５の寸法、配設向き
、あるいは配設位置等は、上記したような優先順位に基づく雨水の流れを妨げない範囲で
、適宜設計変更可能である。例えば、連通口１３の上端が流出口１５の下端より低い構成
とすることにより、雨水は優先的に連通口１３に流入しやすくなる。また、流入口１１の
下端が流出口１５の上端より高い構成とすることにより、雨水は優先的に流出口１５に流
入し、雨水が流入口１１に逆流してしまうことを防止できる。
【００３７】
　前記貯留浸透槽３０Ａのメンテナンス作業は、前記第１雨水ます１０の点検口１８を介
して行うことができる。また、該第１雨水ます１０内に取り付けられている前記第１フィ
ルタ１４及び前記第２フィルタ１６のメンテナンス作業も、該第１雨水ます１０の点検口
１８を介して一挙に行うことができる。
【００３８】
〔実施例２〕
　実施例２にかかる貯留利水施設１Ｂを図３に従って説明する。ただし、実施例１と共通
する箇所については説明を簡略又は省略し、図面においては同じ符号を付すこととする。
【００３９】
　上記実施例１の貯留利水施設１Ａは、共に単一の貯留浸透槽３０Ａと利水槽３０Ｂとで
構成されているが、図３に示す構成のように、第２の槽としての利水槽３０Ｂに補助的に
補助利水槽３０Ｃが接続されている構成としてもよい。具体的には、補助利水槽３０Ｃの
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上部に補助雨水ます４０が配設され、前記第２雨水ます２０と該補助雨水ます４０とが配
管を介して接続されている。かかる構成とすることにより、全体として利水の貯蓄量を増
やすことができる。
【００４０】
〔実施例３〕
　実施例３にかかる貯留利水施設１Ｃを図４に従って説明する。ただし、実施例１，２と
共通する箇所については説明を簡略又は省略し、図面においては同じ符号を付すこととす
る。
【００４１】
　図４に示すように、貯留利水施設１Ｃは、第１の槽としての利水槽３０Ｂと、第２の槽
としての貯留浸透槽３０Ａを備えている。
【００４２】
　前記利水槽３０Ｂの上部には、第１雨水ます１０が配設されており、該第１雨水ます１
０の周壁における底壁部分に形成された連通口１３に、第１フィルタ５４が配設されてい
る。
【００４３】
　図５に示すように、前記第１フィルタ５４は、平底形状の底部５６Ａと、該底部５６Ａ
の周縁から立ち上がる側壁部５６Ｂとを有する容器形状をなし、連通口１３に取り付けら
れた状態で該第１フィルタ５４の外表面の多数の網目（図示省略）が利水槽３０Ｂの貯蓄
空間内に露出している。
【００４４】
　また、前記第１雨水ます１０内であって、該第１雨水ます１０の周壁に形成された流入
口１１には、下流側の管端が下を向いたエルボ管５５が配設されており、該エルボ管５５
の下流側の管端が前記第１フィルタ５４のほぼ鉛直上方に配置されている。
【００４５】
　さらに、前記第１雨水ます１０に形成された流出口１５には、中継管１７の一端が接続
され、該中継管１７の他端が、前記貯留浸透槽３０Ａの上部に配設された第２雨水ます２
０の流入口２１に接続されている。
【００４６】
　上記構成にあって、第１雨水ます１０内に雨水が流入すると、該雨水は、まず連通口１
３を介して利水槽３０Ｂに導入される。該連通口１３を通過しようとする雨水に含まれる
夾雑物は、前記第１フィルタ５４によって除去される。ここで、該第１フィルタ５４の目
開きは、利水に適した雨水を貯蓄すべく出来る限り小さいものが選定される。したがって
、該第１フィルタ５４は短期間で目詰まりが発生し易い。しかし、該第１フィルタ５４を
上記形状としたため、図５に示すように、該第１フィルタ５４の底部５６Ａ全域に夾雑物
が堆積しても、該底部５６Ａを囲繞する側壁部５６Ｂの網目から雨水が外部へ透水し、さ
らに、透水した雨水が該第１フィルタ５４の外表面を伝って利水槽３０Ｂ内に滴下される
。また、前記第１雨水ます１０の流入口１１から雨水が落下した際に該第１フィルタ５４
の側壁部５６Ｂに囲まれた内部空間で雨水の一時的な滞留が発生し、これにより該第１フ
ィルタ５４の底部５６Ａに堆積した夾雑物がかき混ぜられて夾雑物の撹拌が促進され、一
時的に目詰まりが解消される。さらに、前記エルボ管５５を配設したため、該第１雨水ま
す１０に流入した雨水が該第１フィルタ５４に直接落下することとなり、落下時の衝撃を
利用して、該第１フィルタ５４上に堆積した夾雑物の撹拌をより一層促進させることがで
きる。
【００４７】
　なお、例えば雨水量が急激に多くなって第１雨水ます１０内の水量が増加した場合は、
該第１雨水ます１０の流出口１５を介して貯留浸透槽３０Ａへ雨水が案内され、適切に地
中へ排出される。第２フィルタ１６の目開きは、第１フィルタ５４の見開きより大きくて
も構わない。
【００４８】
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〔実施例４〕
　実施例４にかかる貯留利水施設１Ｄを図６に従って説明する。ただし、実施例１～３と
共通する箇所については説明を簡略又は省略し、図面においては同じ符号を付すこととす
る。
【００４９】
　上記実施例３の貯留利水施設１Ｃは、共に単一の貯留浸透槽３０Ａと利水槽３０Ｂとで
構成されているが、図６に示す構成のように、第１の槽としての利水槽３０Ｂに対して、
さらにもう一つの補助利水槽３０Ｃが接続されている構成としてもよい。特に図６に示す
構成は、第１雨水ます１０にあって、補助利水槽３０Ｃに接続される補助流出口６１が流
出口１５より下側に配設されており、第２の槽としての貯留浸透槽３０Ａよりも優先して
前記補助利水槽３０Ｃに雨水が流入するような配管構造となっている。かかる構成とする
ことにより、全体として利水の貯蓄量を増やすことができる。
【００５０】
　また、実施例３，４における第１フィルタ５４は、図７に示すように、その最下端に、
該第１フィルタ５４を通過する雨水に含まれる泥が堆積する筒形状の泥溜め部５７が配設
されていてもよい。上記構成とすることにより、第１フィルタ５４に堆積した夾雑物を泥
溜め部５７に集めることが可能となり、該第１フィルタ５４のメンテナンス作業が簡単な
ものとなる。また、第１フィルタ５４の形状は、容器形状であれば他のものであってもよ
く、下に凸となるように配置された半球状のドーム型であってもよいし、下に凸となるよ
うに配置された円錐型のものであってもよい。
【００５１】
　また、実施例１～４において、第２フィルタ１６は、メンテナンス容易性の観点から第
１雨水ます１０の流出口１５に取り付けられている構成が好ましいが、第２の槽への夾雑
物の浸入を防止することができるという条件を満たせば、該流出口１５から第２の槽に至
るまでの任意の位置に配設されてもよい。
【００５２】
〔実施例５〕
　実施例５にかかる貯留利水施設１Ｅを図８に従って説明する。ただし、実施例１～４と
共通する箇所については説明を簡略又は省略し、図面においては同じ符号を付すこととす
る。
【００５３】
　図８ａ，ｂに示すように、貯留利水施設１Ｅは、第１の槽として貯留浸透槽３０Ａを備
え、第２の槽として利水槽３０Ｂを備えている。さらに、該貯留浸透槽３０Ａの上部には
、連通口１３と流出口１５とを少なくとも備える第１雨水ます１０が配設されている。そ
して、該第１雨水ます１０内には、該流出口１５に接続されたエルボ管６０が配置されて
いる。さらに詳述すると、該エルボ管６０の上側の管端は、該流出口１５に接続されてお
り、一方、該エルボ管６０の下側の管端は、鉛直下方を向いており、前記連通口１３に配
設された第１フィルタ１４の上面にほぼ密着状に当接されている。これにより、該エルボ
管６０の内部空間と該第１雨水ます１０の内部空間とが、該エルボ管６０の周壁によって
遮断された構成となっている。なお、前記流出口１５には、第２フィルタ１６も配設され
ている。
【００５４】
　かかる構成にあって、図８ａに示すように、第１雨水ます１０内に雨水が流入すると、
該雨水は連通口１３を通過して貯留浸透槽３０Ａへ流入する。また、該連通口１３を通過
しようとする雨水に含まれている夾雑物は、前記第１フィルタ１４によって捕捉される。
当然、該夾雑物は、前記エルボ管６０内には浸入できないため、該エルボ管６０の下側の
管端により囲まれた第１フィルタ１４上面の領域には夾雑物が堆積することがない。そし
て、図８ｂに示すように、第１雨水ます１０内に大量の雨水が流入して貯留浸透槽３０Ａ
から雨水が溢れ出した場合、その雨水は、連通口１３を介して、該第１雨水ます１０内に
溢れ出すものと、前記エルボ管６０内に溢れ出すものとに分かれることとなる。ここで、
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雑物が堆積しないため、第１フィルタ１４を上向きに通過してエルボ管６０内に浸入した
雨水は、第１フィルタ１４上の夾雑物を含むことなく利水槽３０Ｂに案内される。かかる
構成とすることにより、第１フィルタ１４上の夾雑物を第２フィルタ１６に付着させてし
まうことを防止できるため、第２フィルタ１６のメンテナンスの負担を軽減することがで
きる。
【００５５】
　また、実施例１～５にあって、第１の槽と第２の槽のうちいずれか一方は、すでに地中
に埋設されている既存の槽であってもよい。すなわち、施工時において、単一の機能しか
備えていない既存の槽を第１の槽（あるいは第２の槽）とし、これに機能の異なるもう一
つの槽を新規に追加して第２の槽（あるいは第１の槽）とすることも可能である。また、
第１の槽と第２の槽とが、適度に離れて配設されていても勿論よい。
【００５６】
　また、第１フィルタ１４，５４及び第２フィルタ１６は、上記のような市販品で構成さ
れていてもよいし、雨水ます１０の連通口１３又は流出口１５に一体的に成形されたスリ
ットにより構成されていてもよい。
【００５７】
　また、第１雨水ます１０が既製品を利用して構成される場合、該第１雨水ます１０の下
端部が貯留浸透槽３０Ａあるいは利水槽３０Ｂ内に挿入された状態で、該第１雨水ます１
０がこれらの槽３０Ａ，３０Ｂの上部に配設されてもよい。かかる構成とすることにより
、該槽３０Ａ，３０Ｂから上方に突き出された第１雨水ます１０の全高が、挿入すること
なく配設した場合に比して低くなるため、貯留利水施設１Ａ～１Ｄを埋設するための深さ
が浅くなり、全体として掘削量が減少する利点がある。
【符号の説明】
【００５８】
１Ａ～１Ｅ　貯留利水施設
１０　　　　第１雨水ます
１１　　　　流入口
１３　　　　連通口
１４，５４　第１フィルタ（第１のフィルタ部）
１５　　　　流出口
１６　　　　第２フィルタ（第２のフィルタ部）
１８　　　　点検口
３０Ａ　　　貯留浸透槽
３０Ｂ　　　利水槽
３１　　　　仕切り壁
５５　　　　エルボ管
５７　　　　泥溜め部
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